
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ 

読谷村教育委員会教育総務課 

担当 宮里・玉城 

TEL 098-982-9228 

読谷村では、令和７年度より、私立中学校の給食費の補助を行います。 

下記の内容をご確認し、申請をお願いします。 

 

 

◆対象生徒及び保護者が読谷村に住所（住民登録）があること 

◆私立中学校へ在籍していること 

◆提供を受けている学校給食が無償でないこと 

◆生活保護・準要保護の認定により学校給食費を受給していないこと 
 

 
 

 
 

 

受付期間：令和７年 10 月 14 日 ～ 令和８年２月 27 日 
 

・月額の上限額【2,900 円】 ・年額の上限額は【2,900 円】×11 月 

※月額の上限額：読谷村立中学校給食費【月額 5,800 円】の 2 分の１ 

 

☆読谷村私立中学校給食費補助金交付申請書兼請求書 

 （読谷村教育委員会教育総務課窓口またはホームページに掲載） 

☆対象生徒の給食費を支払った額が確認できるもの 

☆振込口座がわかるもの 

提出先： 読谷村教育委員会 教育総務課窓口 
 


